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高 知 県 公 安 委 員 会 公 文 書 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ

に 公 布 す る 。

令 和 ８ 年 月 日

高 知 県 公 安 委 員 会 委 員 長 前 田 み か

高 知 県 公 安 委 員 会 規 則 第 号

高 知 県 公 安 委 員 会 公 文 書 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

高 知 県 公 安 委 員 会 公 文 書 管 理 規 則 （ 令 和 ２ 年 高 知 県 公 安 委 員 会

規 則 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ７ 条 第 ３ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

(３ ) 公 安 委 員 会 の 運 営 に 関 す る 定 め そ の 他 公 安 委 員 会 の 委 員

長 又 は 委 員 の 作 成 に 係 る 公 安 委 員 会 の 意 思 決 定 に 関 す る も の

（ 前 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ）

第 ７ 条 第 ５ 号 を 同 条 第 ７ 号 と し 、 同 条 第 ４ 号 を 同 条 第 ６ 号 と

し 、 同 条 第 ３ 号 の 次 に 次 の ２ 号 を 加 え る 。

(４ ) 警 察 法 第 79条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 苦 情 の 申 出 及 び そ の 対

応 に 関 す る も の

(５ ) 公 安 委 員 会 又 は 公 安 委 員 会 の 委 員 長 若 し く は 委 員 宛 て の

意 見 、 要 望 等 及 び そ の 対 応 に 関 す る も の （ 前 号 に 掲 げ る も の

を 除 く 。 ）

第 ８ 条 の 見 出 し を 「 （ 作 成 等 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 ５ 項 を 同 条 第

８ 項 と し 、 同 条 第 ４ 項 を 同 条 第 ６ 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の １ 項 を

加 え る 。

７ 文 書 の 作 成 に 際 し て は 、 反 復 利 用 が 可 能 な 様 式 、 資 料 等 の 情

報 を 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 し 、 当 該 情 報 を 電

気 通 信 回 線 を 通 じ て 他 の 事 務 室 員 が 閲 覧 す る こ と が で き る よ う

に す る も の と す る 。

第 ８ 条 第 ３ 項 を 同 条 第 ５ 項 と し 、 同 条 第 ２ 項 の 次 に 次 の ２ 項 を

加 え る 。

３ 歴 史 的 緊 急 事 態 （ 県 及 び 社 会 と し て 記 録 を 共 有 す べ き 歴 史 的

に 重 要 な 政 策 事 項 で あ っ て 、 社 会 的 な 影 響 が 大 き く 県 全 体 と し

て 対 応 し 、 そ の 教 訓 が 将 来 に 生 か さ れ る よ う な も の の う ち 、 県

民 の 生 命 、 身 体 及 び 財 産 に 大 規 模 か つ 重 大 な 被 害 が 生 じ 、 又 は

生 ず る お そ れ が あ る 緊 急 事 態 を い う 。 ） に 対 応 す る た め に 行 わ

れ た 業 務 （ 軽 微 な も の を 除 く 。 ） の 記 録 に つ い て は 、 保 存 期 間

が 満 了 し た と き に は 原 則 と し て 高 知 県 立 公 文 書 館 （ 以 下 「 公 文

書 館 」 と い う 。 ） に 移 管 す る も の と し て 作 成 す る も の と す る 。

４ 文 書 は 、 他 の 法 令 等 の 規 定 に お い て 書 面 等 （ 書 面 、 書 類 、 文

書 、 謄 本 、 抄 本 、 正 本 、 副 本 、 複 本 そ の 他 文 字 、 図 形 そ の 他 の

人 の 知 覚 に よ っ て 認 識 す る こ と が で き る 情 報 が 記 載 さ れ た 紙 そ

の 他 の 有 体 物 を い う 。 第 10条 第 ３ 項 に お い て 同 じ 。 ） に よ り 作

成 し 、 又 は 取 得 す る こ と が 規 定 さ れ て い る 場 合 、 当 該 文 書 を 電

磁 的 方 式 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は



認 識 す る こ と が で き な い 方 式 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に よ り 管 理

す る こ と に よ っ て 事 務 の 円 滑 な 遂 行 に 支 障 が 生 ず る お そ れ が あ

る 場 合 そ の 他 特 別 の 事 情 が あ る 場 合 を 除 き 、 電 磁 的 方 式 に よ り

作 成 し 、 又 は 取 得 す る も の と す る 。

第 10条 中 「 公 文 書 フ ァ イ ル 等 は 、 当 該 公 文 書 フ ァ イ ル 等 の 保 存

期 間 の 満 了 す る 日 ま で の 間 」 を 「 公 文 書 は 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の

２ 項 を 加 え る 。

２ 公 文 書 は 、 保 存 期 間 が 満 了 す る 日 ま で の 間 、 必 要 に 応 じ て 記

録 媒 体 の 変 換 を 行 う 等 に よ り 、 適 正 か つ 確 実 に 利 用 す る こ と が

で き る 方 式 で 保 存 し な け れ ば な ら な い 。

３ 公 文 書 は 、 他 の 法 令 等 の 規 定 に お い て 書 面 等 に よ り 保 存 す る

こ と が 規 定 さ れ て い る 場 合 、 当 該 公 文 書 を 電 磁 的 方 式 に よ り 管

理 す る こ と に よ っ て 事 務 の 円 滑 な 遂 行 に 支 障 が 生 ず る お そ れ が

あ る 場 合 そ の 他 特 別 の 事 情 が あ る 場 合 を 除 き 、 電 磁 的 方 式 に よ

り 体 系 的 に 管 理 す る も の と す る 。

第 11条 第 ２ 項 た だ し 書 中 「 文 書 作 成 取 得 日 か ら １ 年 以 内 の 日 で

あ っ て 年 の 初 日 以 外 の 日 」 を 「 当 該 日 以 外 の 日 （ 文 書 作 成 取 得 日

か ら ２ 年 以 内 の 日 に 限 る 。 ） 」 に 、 「 公 文 書 の 」 を 「 当 該 公 文 書

の 」 に 、 「 そ の 日 」 を 「 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ

当 該 各 号 に 定 め る 日 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

(１ ) 文 書 作 成 取 得 日 か ら １ 年 以 内 の 日 を 起 算 日 と す る 場 合

文 書 管 理 者 が 適 当 で あ る と 認 め る 日

(２ ) 文 書 作 成 取 得 日 か ら １ 年 を 超 え ２ 年 以 内 の 日 を 起 算 日 と

す る 場 合 当 該 文 書 作 成 取 得 日 の 属 す る 年 の 翌 々 年 の 初 日

第 11条 第 ４ 項 た だ し 書 中 「 フ ァ イ ル 作 成 日 か ら １ 年 以 内 の 日 で

あ っ て 年 の 初 日 以 外 の 日 」 を 「 当 該 日 以 外 の 日 （ フ ァ イ ル 作 成 日

か ら ２ 年 以 内 の 日 に 限 る 。 ） 」 に 、 「 公 文 書 の 」 を 「 当 該 公 文 書

の 」 に 、 「 そ の 日 」 を 「 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ

当 該 各 号 に 定 め る 日 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

(１ ) フ ァ イ ル 作 成 日 か ら １ 年 以 内 の 日 を 起 算 日 と す る 場 合

文 書 管 理 者 が 適 当 で あ る と 認 め る 日

(２ ) フ ァ イ ル 作 成 日 か ら １ 年 を 超 え ２ 年 以 内 の 日 を 起 算 日 と

す る 場 合 当 該 フ ァ イ ル 作 成 日 の 属 す る 年 の 翌 々 年 の 初 日

第 11条 第 ５ 項 中 「 前 項 」 を 「 第 ４ 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ６

項 と し 、 同 条 第 ４ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。

５ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で の 規 定 に か か わ ら ず 、 文 書 管 理 者 は 、

公 文 書 の 適 切 な 管 理 に 資 す る と 認 め る 場 合 に は 、 公 文 書 フ ァ イ

ル の 保 存 期 間 の 起 算 日 以 後 に 作 成 し 、 又 は 取 得 し た 公 文 書 で あ

っ て 当 該 公 文 書 フ ァ イ ル に 係 る 事 務 又 は 事 業 に 附 帯 す る 事 務 又

は 事 業 に 関 す る も の に つ い て 、 保 存 期 間 を 文 書 作 成 取 得 日 か ら

当 該 公 文 書 フ ァ イ ル の 保 存 期 間 の 満 了 す る 日 ま で と し 、 当 該 公

文 書 フ ァ イ ル に ま と め る こ と が で き る 。

第 12条 第 ２ 項 中 「 、 総 括 文 書 管 理 者 の 同 意 を 得 た 上 で 」 を 削

り 、 「 行 う 」 を 「 行 う と と も に 、 総 括 文 書 管 理 者 の 確 認 を 受 け

る 」 に 改 め る 。



第 14条 第 １ 項 中 「 高 知 県 立 公 文 書 館 （ 以 下 「 公 文 書 館 」 と い

う 。 ） 」 を 「 公 文 書 館 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 箇 所 及 び そ の 理

由 」 を 「 情 報 が 含 ま れ て い る 旨 及 び 利 用 制 限 を 行 う べ き 理 由 」 に

改 め 、 同 条 第 ４ 項 を 同 条 第 ５ 項 と し 、 同 条 第 ３ 項 の 次 に 次 の １ 項

を 加 え る 。

４ 文 書 管 理 者 は 、 電 磁 的 記 録 （ 電 磁 的 方 式 で 作 ら れ た 記 録 を い

う 。 ） で あ る 公 文 書 フ ァ イ ル 等 を 公 文 書 館 に 移 管 す る 場 合 に

は 、 暗 証 番 号 の 設 定 、 暗 号 化 等 の 保 護 措 置 の 解 除 そ の 他 の 当 該

公 文 書 フ ァ イ ル 等 を 一 般 の 利 用 に 供 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講

ず る も の と す る 。

第 14条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。

６ 文 書 管 理 者 は 、 移 管 し た 文 書 に つ い て 条 例 第 16条 第 １ 項 の 規

定 に よ る 利 用 の 請 求 が あ っ た 場 合 に お い て 、 公 文 書 館 か ら 利 用

の 制 限 に 関 す る 確 認 が あ っ た と き は 、 利 用 制 限 を 行 う べ き 箇 所

及 び そ の 理 由 を 明 ら か に す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と

す る 。

第 18条 第 ２ 項 中 「 講 ず る 」 を 「 講 ず る と と も に 、 事 案 の 内 容 、

影 響 等 を 勘 案 し て 公 安 委 員 会 へ の 報 告 、 公 表 等 の 措 置 を 講 ず る 」

に 改 め る 。

第 22条 を 第 23条 と し 、 第 21条 を 第 22条 と し 、 第 20条 の 次 に 次 の

１ 条 を 加 え る 。

（ 特 定 秘 密 で あ る 情 報 又 は 重 要 経 済 安 保 情 報 で あ る 情 報 を 記 録

す る 公 文 書 の 管 理 ）

第 21条 特 定 秘 密 で あ る 情 報 を 記 録 す る 公 文 書 に つ い て は 、 こ の

規 則 で 定 め る も の の ほ か 、 特 定 秘 密 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成

25年 法 律 第 108号 ） 、 特 定 秘 密 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平

成 26年 政 令 第 336号 ） 、 特 定 秘 密 の 指 定 及 び そ の 解 除 並 び に 適

性 評 価 の 実 施 に 関 し 統 一 的 な 運 用 を 図 る た め の 基 準 （ 平 成 26年

10月 14日 閣 議 決 定 ） 及 び 公 安 委 員 会 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り

管 理 す る も の と す る 。

２ 重 要 経 済 安 保 情 報 で あ る 情 報 を 記 録 す る 公 文 書 に つ い て は 、

こ の 規 則 で 定 め る も の の ほ か 、 重 要 経 済 安 保 情 報 の 保 護 及 び 活

用 に 関 す る 法 律 （ 令 和 ６ 年 法 律 第 27号 ） 、 重 要 経 済 安 保 情 報 の

保 護 及 び 活 用 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 令 和 ７ 年 政 令 第 26号 ） 、 重

要 経 済 安 保 情 報 の 指 定 及 び そ の 解 除 、 適 性 評 価 の 実 施 並 び に 適

合 事 業 者 の 認 定 に 関 し 、 統 一 的 な 運 用 を 図 る た め の 基 準 （ 令 和

７ 年 １ 月 31日 閣 議 決 定 ） 及 び 公 安 委 員 会 が 別 に 定 め る と こ ろ に

よ り 管 理 す る も の と す る 。

別 表 中

「

警 察 法 第 79条 に 規 定 す る 苦 情

の 申 出 等 の 事 務 に 関 す る も の

当 該 苦 情

の 処 理 後

３ 年

廃 棄

」



を

に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 高 知 県 公 安 委 員 会 公 文 書 管 理 規 則

（ 以 下 「 新 規 則 」 と い う 。 ） 第 ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 保 存 期 間 の

設 定 は 、 文 書 管 理 者 が 公 文 書 の 適 切 な 管 理 に 資 す る と 認 め る 場

合 に は 、 文 書 作 成 取 得 日 が こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 で あ る 公 文 書

に つ い て も 、 新 規 則 別 表 に 定 め る と こ ろ に よ り 行 う こ と が で き

る 。

３ 新 規 則 第 11条 第 ２ 項 の 規 定 は 文 書 作 成 取 得 日 が 令 和 ８ 年 １ 月

１ 日 以 後 で あ る 公 文 書 に つ い て 、 同 条 第 ４ 項 の 規 定 は フ ァ イ ル

作 成 日 が 同 日 以 後 で あ る 公 文 書 フ ァ イ ル に つ い て 、 そ れ ぞ れ 適

用 す る 。

４ 新 規 則 第 11条 第 ５ 項 の 規 定 は 、 文 書 作 成 取 得 日 が 令 和 ８ 年 ４

月 １ 日 以 後 で あ る 公 文 書 に つ い て 適 用 す る 。

「

公 安 委 員 会 の 運 営 に 関 す る 定

め そ の 他 公 安 委 員 会 の 委 員 長

又 は 委 員 の 作 成 に 係 る 公 安 委

員 会 の 意 思 決 定 に 関 す る も の

30年 移 管 （ 公 安 委

員 会 の 運 営 に

関 す る 定 め に

係 る 公 文 書 フ

ァ イ ル 等 で そ

の 内 容 に 重 要

性 が な い と 認

め ら れ る も の

に あ っ て は 、

廃 棄 ）

警 察 法 第 79条 第 １ 項 の 規 定 に

よ る 苦 情 の 申 出 及 び そ の 対 応

に 関 す る も の

当 該 苦 情

の 処 理 後

３ 年

廃 棄

公 安 委 員 会 又 は 公 安 委 員 会 の

委 員 長 若 し く は 委 員 宛 て の 意

見 、 要 望 等 及 び そ の 対 応 に 関

す る も の

当 該 意

見 、 要 望

等 の 処 理

後 １ 年

廃 棄

」


